
 

平成29年度事業計画書 
自：平成29年４月１日 至：平成30年３月31日 

（公益事業） 

公１事業、写真に関する創作活動の奨励、人材の育成、教育に係わる事業 
（１）小学生を対象とした「写真学習プログラム」を全国35カ所で実施する。 

（２）「エコトークフォトコンテスト」を都近郊の10カ所の小学校で実施する。 

（３）第11回高校写真部顧問を対象とした「デジタル写真講座」を、全国高等学校文化連盟写真専門部

との共催で、全国２カ所で実施する。 

（４）技術研究会、セミナーを行う。 

（５）専修大学ジャーナリスト講座「報道写真論」の講義に講師として宇井眞紀子、広河隆一両会員を派遣する。 

 

公２事業、写真の表現に関する展示、講演、保存に係わる事業 
（１）「第 42 回 2017JPS 展」を東京、京都、名古屋で開催する。 

開催名 場所 日時 

◆東京展 

表彰式／講演会「審査員よもやまばな

し」講師：熊切圭介ほか 

祝賀ﾊﾟｰﾃｨｰ 

東京都写真美術館 B1F 展示室 

東京都写真美術館 1F ホール 

 

ビヤステーション 恵比寿 

5月20日(土)～6月4日(日) 

5月 20日(土) 表彰式 13:00

～、講演会 15:00～ 

5月 20日(土) 17:00～19:00 

◆名古屋展 

表彰式／講演会「世界 86か国を旅した写真

家による旅と世界遺産秘話」講師：三田崇博 

愛知県美術館 ｷﾞｬﾗﾘｰ H･I 室 

愛知芸術文化センター 

 

7月 11日(火)～17日(月) 

7月 15日(土) 表彰式 13:00

～、講演会 14:00～ 

◆関西展 

表彰式／講演会「女性写真家のパイオニア

山沢栄子(1899-1995)」講師：畑祥雄 

京都文化博物館 5F 

ウィングス京都(京都市男女

共同参画センター) ｲﾍﾞﾝﾄﾎｰﾙ 

9月 26日(火)～30日(土) 

9月 29日(金)表彰式 14:00

～、講演会 15:15～ 

会員作品部門「ポートフォリオ～Portfolio～」各会場で同時開催 

（２）「新入会員展－私の仕事」を開催する。 

開催名 場所 日時 

2017年新入会員展－私の仕事 

オープニングパーティー 

アイデムフォトギャラリー「シリウス」 

        〃 

７月13日(木)～19日(水) 

７月13日(木）18:00～ 

2017年新入会員展－私の仕事 大阪・富士フイルムフォトサロン大阪 ８月11日(金)～17日(木） 

（３）第11回JPSフォトフォーラム（共催・朝日新聞出版）を11月５日(日) 有楽町朝日ホールで行う。 

（４）文化庁委嘱事業「文化関係資料のアーカイブの構築に関する調査研究」 

時代を色濃く捉えた写真原板の収集と保存、画像のデジタル化、利活用に向けてのデータベースの

構築を行う。写真画像のデジタルデータの閲覧等を通して、二度と捉えることの出来ない諸相の検索

を可能にし、利活用の拡大を図る。 

写真原板に関するアーカイブを構築し、データベースの公開、閲覧を促し利活用を図る。同時に、

各地の写真原板を保有する資料館等との情報の交換を行い、写真画像データの検索、閲覧の連携が行

なえるように体制の拡充を図る。 

（５）創立65周年記念写真展「日本の海岸線をゆく－日本人と海の文化」横浜展を４月１日（土）～６月25

日（日）に日本新聞博物館で読売新聞社と共催で開催予定。 

 
公３事業、写真に関する著作権の普及、啓発に係わる事業 
（１）研究会を東京地域又は地方で開催。 

（２）Web上での写真著作権の問題点を研究。 

（３）各種著作権契約に関する研究。 

（４）著作権の情報収集と公表を行う。 



（５）著作権に関する「著作権よろず相談室」の実施。毎月第３水曜日。 

（６）保護期間70年延長への継続運動。 

（７）保護期間の満了した写真著作権の現状調査継続と関係機関との話し合い。 

（８）「フォトコンテスト応募に関するガイドライン」の実施状況の調査研究を継続して行う。 

（９）日本写真著作権協会（JPCA）との写真著作権に関わる事業協力。 

 

公４事業、写真に関する図書の編集発行、電子出版・情報に係わる事業 
（１）『日本写真家協会会報』の発行。年３回（No.165～167） 

（２）ホームページ等のインターネットを利用したサービス業務と電子出版の調査研究。 

 
公５事業、写真に関する優れた技術開発、表現活動に対する顕彰事業 
（１）第43回「日本写真家協会賞」贈呈式を、12月13日(水)、アルカディア市ヶ谷で行う。 

（２）新進写真家の発掘と育成を図るための2017年第13回「名取洋之助写真賞」の公募を行う。 

①公募：35歳までの新進写真家を対象に、同一テーマの作品(プリント)30点を提出。 

受付期間：７月１日～８月20日。授賞式を12月13日(水)、アルカディア市ヶ谷で行う。 

②「第13回名取洋之助写真賞受賞作品写真展」を催す。 

平成30年１月予定 東京・富士フイルムフォトサロン東京 

平成30年２月予定 大阪・富士フイルムフォトサロン大阪 

（３）第１回「笹本恒子写真賞」の創設。有識者の推薦による実績のある写真家を選び、その活動を助

成する。授賞式は12月13日（水）アルカディア市ヶ谷で行う。受賞作品写真展を平成29年12月14（木）

～20日（水）、アイデムフォトギャラリー「シリウス」で催す。 

（４）「第42回2017JPS展」の表彰式を、５月20日(土)13:00～ 東京都写真美術館1階ホールで行う。 

 

公６事業、写真に関する国際交流事業 
（１）国際交流セミナー、研究会の開催。 

（２）来日する海外写真家との交流。 

（３）海外の写真情報の収集。 

 

（収益事業） 

収１事業、書籍、物品の販売事業 
（１）『2017JPS展作品集』を制作、発行する。 

（２）ネガカバー、ファイルなど写真整理用品の製作及び販売。 

（３）海外プレスカードの発行。 

 

（その他の事業 共益事業） 

他１事業、ニュース、名簿の製作発行事業 
（１）『JPSニュース』の発行。年11回（No.551～561） 

（２）『会員名簿2018～2019』版の発行。 

(３) 会員の活動実績を収集した情報データベース構築のための調査、研究。 

 

他２事業、祝賀会の事業 
（１）会員相互祝賀会を12月13日(水)、アルカディア市ヶ谷で行う。 

 
他３事業、保険の事業 
（１）2017年度ＪＰＳ団体所得補償保険に団体加入。 

 

●平成29年度の事業計画、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、定款第34

条に基づき、３月６日第37回理事会で承認し、３月29日内閣府に提出した。 


